
 

船舶事故調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１２月４日 ０９時４６分ごろ 

発生場所 広島県福山市田
た

島南方沖 

横田港一文字防波堤西灯台から真方位１４７°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°２０.１′ 東経１３３°１８.１′） 

事故の概要 プレジャーボート清平
きよひら

丸は、航行中、のり養殖施設に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年１月１１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 清平丸、２.７トン 

ＨＳ３－４５４７３（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－３９３９４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼及びプロペラシャフトに曲損 

のり養殖施設 のり網の固定ロープ等に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、友人３人を乗せ、釣り場を移動す

る目的で、福山市横
よこ

島南方沖から田島東方沖に向けて東進を開始し

た。 

船長は、田島南方沖に定置網があるので、田島南岸から距離を離そ

うと思い、横島南東岸の地蔵鼻沖で右転して南東進した。 

船長は、南東進中、船首方に旗が見えたので、右転したところ、複

数のブイを前方に視認し、減速したものの、本船が、田島南方沖のの
．

り
．
養殖施設（以下「本件施設」という。）に乗り揚げた。 

 船長は、本事故発生を海上保安庁へ通報した。 

本船は、本件施設を管理している漁業協同組合所属の船舶により、

本件施設からの離脱作業が行われ、推進器に絡まったロープを取り外

し、自力で航行して帰港した。 

船長は、冬期に本事故発生場所付近を航行するのは初めてで、９月

から３月まで設置される本件施設の存在を知らなかった。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

分析 本船は、航行中、船長が、定置網が設置された田島南岸から距離を

離そうと思い右転し、本件施設の存在を知らないまま、本件施設に向

かって航行したことから、本件施設に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が航行中、船長が、定置網が設置された田島南岸か



 

ら距離を離そうと思い右転し、本件施設の存在を知らないまま、本件

施設に向かって航行したため、本件施設に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出港前に、航行予定海域の水路調査を十分に行い、漁具

定置箇所一覧図及び海上保安庁のウェブサイト（海洋状況表示シ

ステム（海しる））等により、養殖施設等の設置場所を確認して

おくこと。 

 


